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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、「どこまでも、インフラサービスの自由が広がる世界。」の実現をビジョンに掲げ、「インフラストラクチャー・ビジネスの既成概念に挑み、イ
ノベーティブなアイデアで世界中に最適なサービスを提供する。」を果たすべき使命と定めています。「社会・地域の安全安心とサステナビリティ」を
重要な価値とし、社会課題の解決に資する企業活動を通じて、社会そして地球の持続可能な発展に貢献する「総合インフラサービス企業」を目指
しています。この実現のため、「INFRONEER Vision 2030 中長期経営計画」の戦略三本柱のひとつに「体質強化・改善」を掲げ、経営の基盤となる

「ガバナンス強化」を重点施策としています。

　当社は、新たなビジネスに積極的に挑戦できる経営の体制として、指名委員会等設置会社制度を採用し、経営の監督と執行の機能を明確に分
離し、透明・公正かつ果断な意思決定を行うことができるコーポレート・ガバナンスの仕組みとしています。

　上記の基本的な考え方をもとに、当社グループの持続的成長とステークホルダーからの信頼獲得を目指し、適切な情報開示とステークホルダー
の皆様との対話を通じ、良好かつ円滑な関係を維持しながら信頼関係を構築していくことで、企業価値の向上と社会価値の創造に貢献します。

　以下に、コーポレート・ガバナンスの体制について示します。

【コーポレート・ガバナンスの体制】

　（１）指名委員会等設置会社とする。

　（２）取締役会は、法令の許す範囲で業務執行の意思決定を執行役に大幅に委任し、経営の監督機能を発揮する。

　（３）取締役会の過半数は、独立性・中立性のある社外取締役とする。

　（４）取締役会の議長は社外取締役とする。

　（５）指名委員会、報酬委員会及び監査委員会の委員は、その過半数を社外取締役とする。

　（６）指名委員会、報酬委員会及び監査委員会の各委員長は社外取締役とする。

　（７）財務報告の信頼性確保をはじめとした内部統制の体制及びその運用を充実する。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４　政策保有株式】

（１）上場株式の政策保有に関する方針　

　当社は、取引や事業上必要である場合を除き、政策保有株式を取得・保有しないことを基本方針としています。

　前田建設工業(株)、前田道路(株)、(株)前田製作所、日本風力開発(株)及び三井住友建設(株)（以下、「主要子会社」という。）が保有する個別株
式については、定期的に当社及び主要子会社の取締役会において、資本コストを踏まえた経済合理性、取引関係の重要性及び将来性等の観点
から検証を行い、保有の妥当性が認められない場合には、市場への影響等に配慮しつつ売却を進めています。

　当社は、『INFRONEER Medium-term Vision 2027 中期経営計画』において、2027年度までに当社グループ全体で政策保有株式をゼロとする方

針を定めています。当該方針の下、2025年度においては31銘柄、売却合計額約260億円の売却を実施し、政策保有株式の縮減は計画通り進捗し
ています。一方で、主として株式市場の上昇に伴う時価評価額の増加や三井住友建設(株)の当社グループへの加入といった外部環境の変化及
び連結範囲の変更を要因として、政策保有株式の連結純資産に対する割合は15.2%となり、前連結会計年度末比で0.5ポイントの上昇となりまし
た。今後も政策保有株式の新規取得は原則として行わず、保有の妥当性について継続的に検証しながら、計画的な縮減を進める方針としていま
す。

　なお、今後の政策保有株式の売却により得られる資金については、主に官民連携事業や再生可能エネルギー事業などインフラ運営事業の成長
投資等に振り向け、資本効率の向上と企業価値の持続的な向上を図ってまいります。

　また、当社は、当社株式を政策保有株式として保有している会社から売却の申し出があった場合、売却を妨げる行為は行いません。

（２）政策保有株式の議決権行使に関する基準

　投資先の議決権の行使につきましては、当社の企業価値向上に加え、当該議案が投資先企業の企業価値向上につながるかどうかを検討し議
決権行使の判断をすることとしています。

【原則１－７　関連当事者間の取引】

　当社は、取締役及び執行役が行う利益相反取引について、取締役会での承認事項と規定し、取引の状況についても取締役会にて定期的に報
告することとしています。

　また、取締役及び執行役に対しては毎年、「関連当事者との取引調査」を行い、自身及び近親者、代表となっている団体、過半数の議決権を有
する団体等との取引の有無、内容及び金額を確認します。

　なお、主要株主等との取引につきましても、法令等の定めに従い、取締役会にて確認等を行います。

【補充原則２－４①　中核人材の登用等における多様性の確保】

（１）多様性の確保についての考え方

　当社及び当社子会社（以下「当社グループ」という。）は、多様な人材の活躍が企業価値向上に資するとの認識のもと、人材の確保・育成及び環
境整備を推進しています。女性、外国人、専門人材等の積極的な採用に加え、専門人材の中途採用者についてはスキル・経験等を総合的に勘案
し、管理職ポジションへ登用してまいります。さらに、価値創造人材の獲得・育成・最適配置を軸とした人材マネジメントを強化し、マイノリティや就
労制約のある人材の定着・活躍を促進することで、多様な知の融合による持続的成長を目指します。

（２）多様性の確保に向けた目標



　１．当社の現状（2026年６月23日（第５回定時株主総会日）現在）

　　・正従業員*に占める女性比率：27.6%

　　・女性管理職比率：12.0%

　　*当社の正従業員は当社直接の採用者と事業会社からの出向者で構成されています。

　２．当社グループ目標（INFRONEER Medium-term Vision 2027 中期経営計画終了時点）

　　・女性従業員比率：20.0%

　　・女性管理職比率：4.8%

　　　なお、今後もグループ全体で水準向上に向けた取り組みを推進してまいります。

（３）多様性の確保に向けた人材育成方針・社内環境整備方針

　当社グループにおける人材の多様性の確保を含む人材育成及び社内環境整備に関する方針「インフロニアグループ　ダイバーシティ・エクイ
ティ＆インクルージョンポリシー」は、当社ホームページで公表しています。

https://www.infroneer.com/jp/blog_assets/attachments/583/20230622.pdf

【原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社は、当社グループを構成する各社より従業員を受け入れており、従業員には出向元の会社の企業年金制度が適用されています。グループ
各社は、各社の企業年金のアセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、経験豊富で高い専門性を持つ担当者を配置する等の方法に
より、企業年金が適切に運用されるよう努めています。

【原則３－１　情報開示の充実】

（１）経営理念等や経営戦略、経営計画

　当社は、「どこまでも、インフラサービスの自由が広がる世界。」の実現をビジョンに掲げ、「インフラストラクチャー・ビジネスの既成概念に挑み、イ
ノベーティブなアイデアで世界中に最適なサービスを提供する。」を果たすべき使命と定め、企業活動を通じて、環境・社会課題の解決にとどまら
ず、社会そして地球の持続可能な発展に貢献する「総合インフラサービス企業」を目指しており、グループ・アイデンティティとして体系化し、ホーム
ページ上に公開しています。

　中長期及び年度の経営戦略、経営計画についても、決算発表をはじめとして、アナリスト及び金融機関向けの説明会を通じ積極的に開示・公表
しています。

（２）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　本報告書のⅠ１．「基本的な考え方」に記載していますので、ご参照ください。

（３）経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

　当社は指名委員会等設置会社であり、独立社外取締役が過半数を占める報酬委員会が報酬等の内容を決定する権限を有しています。

　報酬委員会は、当社の取締役、執行役の報酬について、報酬等に係る方針の決定、報酬内容の審議及び個人別の報酬及び執行役の業績連
動型報酬の決定を行います。また、主要子会社の社長、取締役、執行役員の報酬について、報酬等に係る方針の決定、報酬内容の審議を行って
います。

　詳細については、本報告書のⅡ１．【取締役・執行役報酬関係】の「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載していますの
で、ご参照ください。

（４）経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

　当社は指名委員会等設置会社であり、独立社外取締役が過半数を占める指名委員会が、取締役、執行役及び主要子会社の社長、取締役、執
行役員の要件定義、候補者の選出、面談等による審議、選解任議案を策定する権限を有しています。指名委員会の議案に基づき、取締役会で執
行役の選任並びに主要子会社の社長、取締役、執行役員を決定しています。

（５）経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

　取締役の選任については、株主総会招集ご通知参考書類において、指名委員会が決定した取締役候補者それぞれについて、取締役候補者と
する理由を記載しています。また、社外取締役については、指名委員会が確認した社外取締役としての独立性・中立性に関する事項を、本報告書
のⅡ１．【社外取締役に関する事項】の「会社との関係（２）」に記載しています。

【補充原則３－１③　サステナビリティについての取組み】

　当社の考えるサステナビリティは、「インフラサービスを取り巻く社会課題の解決に取り組み、自社の成長と企業価値向上に努め、良質なインフラ
サービスの提供とその社会的価値向上を図り、社会に貢献する企業」を目指す事業活動そのものです。当社は社長が議長をつとめ、全執行役及
び事業会社担当役員を委員とする「サステナビリティ委員会」を設置しています。2025年度は計５回開催し、CO2排出量や生物多様性等環境（Ｅ）
に関する事項や人権リスクの把握やダイバーシティの推進等社会（Ｓ）に関する事項を審議しました。「サステナビリティステートメント」や、当社が
認識する「マテリアリティ」とその特定プロセスの内容等は、当社ホームページにて公開しているほか、当社が発行する統合報告書において開示し
ています。

　また、当社は、気候変動を重要経営課題のひとつであると認識しており、気候変動に係るリスク及び機会が企業に与える影響について、「気候関
連財務情報開示タスクフォース（TCFD）」のフレームワークに則り、当社の事業活動や財務に及ぼす影響を分析し、グループ全体の温室効果ガス
の削減目標等とあわせて、当社ホームページで公開しています。

＜当社ホームページ（統合報告）＞

https://www.infroneer.com/jp/company/integrated_report/

＜当社ホームページ（サステナビリティ）＞

https://www.infroneer.com/jp/sustainability/

主要子会社においても、CSR活動や環境活動等の取り組み状況をまとめた情報を各社のホームページに公開しています。

＜前田建設工業(株)＞

https://www.maeda.co.jp/csr/

＜前田道路(株)＞

https://ssl.maedaroad.co.jp/sustainability/

＜(株)前田製作所＞

https://www.maesei.co.jp/corporate/sustainability/

＜三井住友建設(株)＞

https://www.smcon.co.jp/csr/

　当社は、これまで各社毎に推進してきた取り組みも含めて、「総合インフラサービス企業」としてグループ全体で推進し、社会課題の解決と持続
的な成長の両立を目指します。

【補充原則４－１①　取締役会の役割・責務】

　当社は指名委員会等設置会社であり、経営の監督機能と業務執行機能を明確に分離することにより、経営の公正性・透明性を確保するととも
に、事業を迅速に運営できる執行体制の確立に努めています。

　取締役会は、当社グループの経営の基本方針を決定するとともに、執行役の職務を監督する役割を担い、法令、定款及び取締役会規程で定め
られた事項を除く業務執行の決定は、原則として執行役へ委任しています。



【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　当社は、独立社外取締役の選任にあたり、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に加え、広範かつ高度
な観点から意思決定への参画及び経営の監督のための豊富な経験と高い専門性を有することを独立性の判断基準としています。

【補充原則４－11①　取締役会の多様性に関する考え方】

　当社の取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成されており、取締役会の過半数を独立性・中立性のあ
る社外取締役とする方針に基づき、取締役７名のうち、６名を独立性・中立性のある社外取締役としています（独立性比率86%）。さらに、取締役７
名のうち２名が女性であり、女性取締役比率は29%です。

　当社は、当社の経営の基本方針を策定し、適切に経営を監督するため、企業経営、事業戦略・業界知見、財務会計・M&A、営業・マーケティン
グ、内部統制・リスク管理、人材育成・開発・DE&I、技術・研究開発・品質・安全、グローバル・海外事業管理、IT・DX、サステナビリティを取締役に
期待するスキル項目として特定しています。こうしたスキルの保有状況を踏まえ、高度な専門知識と高い見識を有する取締役を選任しています。
なお、第５回定時株主総会招集ご通知において、当社が「取締役に期待するスキル・役割・専門性及びスキルの選定基準」並びに各取締役の専
門性を一覧化した「スキル・マトリックス」を開示していますので、ご参照ください。

＜当社ホームページ（株主総会）＞

https://www.infroneer.com/jp/ir/meeting/

　

【補充原則４－11②　取締役会の実効性確保のための前提条件（取締役兼任状況）】

　社外取締役の他の上場会社等の兼任状況については、本報告書のⅡ１．【社外取締役に関する事項】の「会社との関係（２）」に記載しています
ので、ご参照ください。

【補充原則４－11③　取締役会の実効性確保のための前提条件（経営の監督機能の実効性を評価）】

　当社は、取締役会の機能の維持・向上に継続的に取組むため、毎年取締役会全体の実効性を評価します。2025年度の取締役会全体の実効性
については、2026年３月２日から３月13日にかけて、客観性・透明性を担保した評価を実施するため第三者機関による取締役の自己評価アンケー
トを実施し、回答に対する第三者機関の分析結果を踏まえ、取締役会において評価を行いました。評価プロセス、2024年度の評価結果と抽出され
た課題に対する対応状況、2025年度の評価結果の概要については以下のとおりです。

（１）評価プロセス

　１．各取締役による自己評価

　　調査票に基づき、以下の事項に関して評価を実施。

　　・取締役会の構成：構成員の多様性、社外取締役・社内取締役の数・比率等

　　・取締役会の責任及び期待される役割の明確化

　　・取締役会の運営：開催頻度、審議時間、議案の選定、議論内容、議長の役割等

　　・貢献：経営戦略策定や企業風土変革への貢献、建設的な議論の展開への貢献、取締役の経験・知見・幅広い視点や洞察の発揮

　　・会社に対する理解：グループ・アイデンティティ、リスク要因、将来の課題・機会

　　・委員会の活動状況：責任・役割、取締役会との連携等

　　・運営支援体制：取締役会資料をはじめとする情報提供等

　２．取締役会での議論と総括

　　上記１の内容に基づき、取締役会において、全体としての実効性を分析・評価し、実効性のさらなる向上のための課題の抽出及び対応方針を

　定める。

（２）2024年度の評価結果と抽出された課題への対応状況及び2025年度の評価結果

　2024年度の評価の結果、意思決定のあり方やグループ全体における当社（ホールディングス）の役割といったグループ経営の最適化に関する指
摘、資料の事前配布や年間スケジュールといった取締役会運営に関する事項、並びに役員トレーニング機会の充実が、主な課題として挙げられ
ました。

　取締役会運営については、2025年度に社外取締役への個別ヒアリングを実施するなどし、現状の課題の整理を行いました。その結果、主に、開
催回数や審議時間等の形式面の課題と、取締役同士や執行役・事業会社との間のコミュニケーション不足という課題が浮かび上がりました。これ
を受け、開催回数の増加、上程資料の分量や説明時間のルールの再設定、役員間の対話の場の設置といった各種の改善策を検討し、課題の解
決に向け努めています。役員トレーニングの機会については、2025年度は、事業会社の現場視察や当社グループが運営に携わるスタジアムの視
察を実施しました。また、取締役・執行役を対象に、多様性を活かす組織づくりを目的とした「DE&Iワークショップ」を開催するなどし、評価値の改善
がみられました。引き続き、取締役が期待される役割と責務を実効的に果たせるよう、インプットの機会の充実に努めてまいります。

　2025年度の評価の結果においては、引き続き、取締役会の運営高度化（審議時間の確保、社外取締役間の意見交換機会）が課題に挙がった
ほか、事業ポートフォリオの見直し（資本コスト・収益性の分析、改善）や株主との対話に関しても改善の余地があることが分かりました。

　取締役会全体の実効性 については、概ね適切に確保されていることを確認しています。今後も、更なる取締役会の監督機能及び意思決定機能

の向上を図り、当社の企業価値向上につなげるため、今回の評価で抽出された課題について改善に努めてまいります。

【補充原則４－14②　取締役のトレーニング】

　当社は、取締役に対して期待される役割・責務にかかる理解を促進するため、個々の取締役に適合したトレーニングの機会の提供・斡旋等に努
めています。

　取締役に対して、コンプライアンス、内部統制、サイバーセキュリティの研修に加え、外部団体が主催するセミナー等への積極的な参加など、取
締役に必要な資質を磨く機会を適宜設けています。

　社外取締役に対しては、継続的に当社グループの事業活動、業界動向、当社の経営環境等について説明するとともに、定期的に事業子会社を

含めた国内外の事業拠点の視察や経営陣との対話の機会を設けています。2025年度は、取締役・執行役を対象としたDE&Iワークショップ等を実

施したほか、社外取締役については事業会社ヒアリングの傍聴の機会を提供する等の施策を実施しています。

【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

　当社は、株主との対話の機会として、以下のような施策を実施する方針としています。

（１）株主との対話に関する担当執行役の指定

　株主・投資家の皆様との建設的な対話を実現するため、担当執行役を指定しています。

（２）社内部署の有機的な連携のための方策

　担当執行役及び経営戦略部門が、代表執行役社長をトップとして、関係部署と連携の上、株主との建設的な対話を促進するために、情報発信
及び株主からの意見の収集に取り組みます。

（３）個別面談以外の対話の手段の充実に関する取組み

　本報告書のⅢ２．「IRに関する活動状況」をご参照ください。

（４）株主の意見・懸念の効果的なフィードバックのための方策

　対話において把握した株主の意見等は、必要に応じて取締役会又は執行役会へフィードバックし、情報の共有・活用を図っています。



（５）対話に際してのインサイダー情報の管理に関する方策

　株主との対話に際しては、当社が定めた「インサイダー取引防止規程」に基づき、インサイダー情報の管理を徹底し、適切に対応しています。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 取組みの開示（アップデート）

英文開示の有無 有り

アップデート日付 2026年6月23日

該当項目に関する説明

　当社は、目指す姿を、インフラに関わる事業の企画提案、施工、運営・維持管理、再投資等のインフラのライフサイクル全体をマネジメントする
「総合インフラサービス企業」と定め、グループ全体が外的要因に左右されずに持続的な成長を実現するビジネスモデルの確立に取り組んでいま
す。

　このような状況の中、当社は、資本コストや株価を意識した経営を念頭に、事業活動による安定したEBITDAの確保に加え、政策保有株式等の
売却による資本の効率化を通じて、成長投資に振り向ける資金の創出を目指しています。「INFRONEER Medium-term Vision 2027 中期経営計画（

2025年11月改訂版）」においては、資本戦略の遂行による2027年度の目標として、ROE 12.0%、D/Eレシオ1.0倍以下及び政策保有株式の保有ゼ

ロ、2025年度から2027年度までの３年間で保有不動産の売却100億円以上を掲げています。還元方針は、配当性向は40%以上、普通株式１株当
たり年間配当金の下限を60円としていましたが、2026年５月13日付で、普通株式１株当たり年間配当金の下限については90円に引き上げていま
す。

　また、当社は、本中期経営計画期間を「投資事業拡大フェーズ」と位置付けており、官民連携事業や再生可能エネルギー事業への投資や、請負
を活かした新事業の実行、M&Aの更なる推進等にかかる支出が増えていく中、収益力を正確に把握するために、EBITDAを重要指標として採用し
ています。本中期経営計画の最終年度となる2027年度におけるEBITDAの目標は、1,510億円です。

　引き続き、決算説明会や国内外の個別ミーティング等を通じた株主・投資家の皆様との積極的な対話を進めていき、当社の成長性が株式市場
から適正に評価されるよう努めています。

　詳細な目標値や取り組みの進捗は中期経営計画資料や決算説明会資料等で開示しています。下記をご参照ください。

・INFRONEER Medium-term Vision 2027 中期経営計画（2025年11月改訂版）

　　https://www.infroneer.com/pdf/ir/INFRONEERMediumtermVision_2027.pdf

・配当方針の変更に関するお知らせ（2026年５月13日開示）

　　https://www.infroneer.com/jp/blog_assets/attachments/1372/260513_05.pdf

・2026年３月期決算説明会

　　https://www.infroneer.com/pdf/ir/presentations/FY2025_FP.pdf

・統合報告書

　　https://www.infroneer.com/jp/sustainability/integrated_report/



２．資本構成

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 30,969,200 11.01

光が丘興産株式会社 26,694,380 9.49

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 12,888,000 4.58

インフロニア・ホールディングス社員持株会 9,681,671 3.44

株式会社日本カストディ銀行（金銭信託課税口） 5,274,000 1.87

住友不動産株式会社 3,421,768 1.22

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済

営業部）
3,404,848 1.21

株式会社三井住友銀行 3,061,598 1.09

前田建設工業取引先持株会 2,991,340 1.06

共栄火災海上保険株式会社 2,842,711 1.01

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

１．上記の大株主の状況については、2026年３月31日現在の株主名簿に基づいて記載しています。

２．上記のほか、当社が自己株式として13,447,701株を保有しておりますが、当該株式については、会社法第308条第２項の規定により議決権を

　　有していません。

３．2026年４月７日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、みずほ証券(株)及びその共同保有者である

　　みずほ信託銀行(株)、アセットマネジメントOne(株)及びみずほインターナショナル（Mizuho International plc）が2026年３月31日現在で

　　以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2026年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、

　　上記大株主の状況には含めていません。

　　（氏名又は名称／保有株券等の数／株券等保有割合）

　　みずほ証券(株)／2,698,663株／0.90%

　　みずほ信託銀行(株)／7,835,578株／2.63%

　　アセットマネジメントOne(株)／11,374,200株／3.81%

　　みずほインターナショナル（Mizuho International plc）／0株／0.00%

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 3月

業種 建設業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高
1兆円以上

直前事業年度末における連結子会社数
100社以上300社未満



４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 指名委員会等設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 20 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社外取締役

取締役の人数 7名

【社外取締役に関する事項】

社外取締役の人数 6名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

6名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

橋本　圭一郎 他の会社の出身者

米倉　誠一郎 学者

森谷　浩一 他の会社の出身者

村山　利栄 他の会社の出身者

髙木　敦 他の会社の出身者

小口　光 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名

所属委員会
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由指名
委員会

報酬
委員会

監査
委員会

橋本　圭一
郎

○ 　 ○ ○

（重要な兼職の状況）

(株)CO2資源化研究所　社外取締役

前田道路(株)　非業務執行取締役

日本風力開発(株)　非業務執行取締役

(株)TKX　代表取締役会長兼社長

　橋本氏は、当社と資本関係のある会社・大株
主企業・主要な取引先の出身者ではなく、銀行
や自動車産業における企業経営者としての職
務執行や経営実績及び他社における社外取締
役等としての経験から深い見識を有しており、
当該観点から取締役会等において助言・提言
を行っています。今後も当社の業務執行の監
督と経営全般への助言をいただくことを期待
し、社外取締役に選任しています。また、東京
証券取引所が定める独立性の要件を満たし、
一般株主の期待に十分に応えることができるも
のとして独立役員に指定しています。

米倉　誠一
郎

○ ○ 　 ○

（重要な兼職の状況）

(株)教育と探求社　社外取締役

(一社)Creative Response ソーシャル・イノ

ベーション・スクール　代表理事

(株)Fast Beauty　社外取締役

(公社)日本ファシリティマネジメント協会　
会長

京都橘大学　特任教授

県立広島大学大学院経営管理研究科　
研究科長

　米倉氏は、当社と資本関係のある会社・大株
主企業・主要な取引先の出身者ではなく、大学
教授・経営学者として豊富な職務経験・専門的
知見を有しており、当該観点から取締役会等に
おいて助言・提言を行っています。今後も当社
の業務執行の監督と経営全般への助言をいた
だくことを期待し、社外取締役に選任していま
す。また、東京証券取引所が定める独立性の
要件を満たし、一般株主の期待に十分に応え
ることができるものとして独立役員に指定して
います。

森谷　浩一 ○ 　 ○ ○

（重要な兼職の状況）

前田道路(株)　非業務執行取締役

(株)海外需要開拓支援機構（クールジャパ
ン機構）　社外取締役兼海外需要開拓委
員会委員長

　森谷氏は、当社と資本関係のある会社・大株
主企業・主要な取引先の出身者ではなく、電機
メーカーにおける企業経営者としての職務執行
や経営実績から深い見識を有しており、当該観
点から取締役会等において助言・提言を行って
います。今後も当社の業務執行の監督と経営
全般への助言をいただくことを期待し、社外取
締役に選任しています。また、東京証券取引所
が定める独立性の要件を満たし、一般株主の
期待に十分に応えることができるものとして独
立役員に指定しています。

村山　利栄 ○ ○ 　 ○

（重要な兼職の状況）

前田建設工業(株)　非業務執行取締役

(株)MUSCAT GROUP　社外取締役

(株)True Data　社外取締役（監査等委員）

国立健康危機管理研究機構　外部理事

オリオンビール(株)　社外取締役

　村山氏は、当社と資本関係のある会社・大株
主企業・主要な取引先の出身者ではなく、投資
銀行における豊富な職務経験及び他社におけ
る社外取締役等としての経験に基づく深い見
識を有しており、当該観点から取締役会等にお
いて助言・提言を行っています。今後も、当社
の業務執行の監督と経営全般への助言をいた
だくことを期待し、社外取締役に選任していま
す。また、東京証券取引所が定める独立性の
要件を満たし、一般株主の期待に十分に応え
ることができるものとして独立役員に指定して
います。

髙木　敦 　 ○ ○ ○

（重要な兼職の状況）

(株)インフラ・リサーチ＆アドバイザーズ　
代表取締役

前田建設工業(株)　非業務執行取締役

高砂熱学工業(株)　社外取締役

　髙木氏は、当社と資本関係のある会社・大株
主企業・主要な取引先の出身者ではなく、証券
会社におけるアナリストとしての職務経験、金
融・財務に関する幅広い知見及びインフラに関
する深い見識を有しており、当該観点から取締
役会等において助言・提言を行っています。今
後も当社の業務執行の監督と経営全般への助
言をいただくことを期待し、社外取締役に選任
しています。また、東京証券取引所が定める独
立性の要件を満たし、一般株主の期待に十分
に応えることができるものとして独立役員に指
定しています。



小口　光 　 ○ ○ ○

（重要な兼職の状況）

西村あさひ法律事務所・外国法共同事
業　パートナー

　小口氏は、当社と資本関係のある会社・大株
主企業・主要な取引先の出身者ではなく、弁護
士として企業法務やグローバルビジネスの支
援に関する豊富な職務経験、専門的知見を有
しているほか、他社における社外取締役として
の経験に基づく深い見識を有しており、当社の
業務執行の監督と経営全般への助言をいただ
くことを期待し、社外取締役に選任しています。
また、東京証券取引所が定める独立性の要件
を満たし、一般株主の期待に十分に応えること
ができるものとして独立役員に指定していま
す。

【各種委員会】

各委員会の委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名） 社内取締役（名） 社外取締役（名） 委員長（議長）

指名委員会 5 0 1 4 社外取締役

報酬委員会 5 0 1 4 社外取締役

監査委員会 4 0 0 4 社外取締役

【執行役関係】

執行役の人数 7名

兼任状況

氏名 代表権の有無
取締役との兼任の有無 使用人との

兼任の有無　 指名委員 報酬委員

岐部　一誠 あり あり ○ ○ なし

中西　隆夫 なし なし × × なし

幡鎌　裕二 なし なし × × なし

下條　真 なし なし × × なし

前田　操治 なし なし × × なし

今泉　保彦 なし なし × × なし

柴田　敏雄 なし なし × × なし



【監査体制】

監査委員会の職務を補助すべき取締役
及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項

　監査委員会の職務を補助する専任組織として「監査委員会室」を設置し、監査委員会の運営全般を補佐するほか、監査委員は職務の遂行上必
要がある場合は監査委員会室のスタッフに指示することができます。また、監査委員会室に所属する使用人等に関する人事関連事項の決定（兼
任スタッフについては、監査委員会の職務にかかるものに限る）については、監査委員会の同意を得て行うことでその独立性を確保しています。

　当社は、監査委員会の監査の実効性を確保するため、監査委員が当社の重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するための機会
を確保しています。また、監査委員会は監査委員会室長に、重要会議等への出席及び意見陳述並びに社内の情報収集等を指示しています。な
お、当社の監査委員会は監査委員４名、監査委員を補助する監査委員会室は使用人４名で構成しています。

監査委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査委員会は、会計監査人の独立性・専門性、会計監査人による監査活動の適切性・妥当性を評価項目とし、経営・執行部門からの報告及び
会計監査人との定期的な情報交換や、監査計画・監査結果報告の聴取等により会計監査人を適切に評価し、会計監査人が職務を適切に遂行す
ることが困難と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案内容を決定します。

　主要子会社は監査役設置会社として、監査役を設置しています。監査委員会は、各社監査役との間で各々が監査主体としての独立性を維持し
つつ、相互に連携・協力し、監査の効率性・実効性を高めています。また、当社は、グループ全体の内部監査機能を担う経営監査部を設置し、当
社及び子会社の内部監査を行っているほか、主要子会社にも内部監査部門を設置し、当社の経営監査部と連携を図りながら、グループの内部監
査機能を強化しています。

【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

　当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しています。

【インセンティブ関係】

取締役・執行役へのインセンティブ付与
に関する施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

　当社の役員報酬制度は、基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬で構成されています。なお、業績連動報酬は、単年度の全社業績目標の達
成度等に連動する年次インセンティブと、ポイントの付与及び評価並びに株式給付を毎期行うことで持続的かつ中長期的な企業価値向上に繋げ
ることを目的とした中長期インセンティブで、非金銭報酬は株主の皆様との利害共有を目的とした譲渡制限付株式報酬で構成しています。　但し、
社外取締役の報酬は、役割に鑑み基本報酬のみとしています。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――



【取締役・執行役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 一部のものだけ個別開示

（個別の執行役報酬の）開示状況 一部のものだけ個別開示

該当項目に関する補足説明

（１）直前事業年度（2025年度）における当社の取締役及び執行役に対する報酬は以下のとおりです。

　　　①取締役（社外取締役を除く）

　　　　 【人数】５名

　　　　 【報酬等の総額】433百万円（基本報酬106百万円、年次インセンティブ81百万円、株式報酬（業績連動）207百万円、

　　　　　　　　　　　　　　　株式報酬（譲渡制限）37百万円）

　　　②社外取締役

　　　　 【人数】６名

　　　　 【報酬等の総額】77百万円（基本報酬77百万円）

　　　③執行役

　　　　 【人数】11名

　　　　 【報酬等の総額】936百万円（基本報酬258百万円、年次インセンティブ240百万円、株式報酬（業績連動）378百万円、

　　　　　　　　　　　　　　　株式報酬（譲渡制限）60百万円）

（２）直前事業年度（2025年度）における報酬等の総額が１億円以上である取締役及び執行役は以下のとおりです。

　　　岐部　一誠　　総額309百万円（基本報酬68百万円、年次インセンティブ81百万円、株式報酬（業績連動）131百万円、

　　　　　　　　　　　　株式報酬（譲渡制限）27百万円）

　　　中西　隆夫　　総額190百万円（基本報酬46百万円、年次インセンティブ50百万円、株式報酬（業績連動）81百万円、

　　　　　　　　　　　　株式報酬（譲渡制限）12百万円）

　　　幡鎌　裕二　　総額190百万円（基本報酬46百万円、年次インセンティブ50百万円、株式報酬（業績連動）81百万円、

　　　　　　　　　　　　株式報酬（譲渡制限）12百万円）

　　　下條　真　 　　総額111百万円（基本報酬28百万円、年次インセンティブ31百万円、株式報酬（業績連動）43百万円、

　　　　　　　　　　　　株式報酬（譲渡制限）7百万円）

　　　前田　操治　　総額280百万円（基本報酬68百万円、年次インセンティブ74百万円、株式報酬（業績連動）119百万円、

　　　　　　　　　　　　株式報酬（譲渡制限）18百万円）

　　　今泉　保彦　　総額170百万円（基本報酬46百万円、年次インセンティブ32百万円、株式報酬（業績連動）78百万円、

　　　　　　　　　　　　株式報酬（譲渡制限）12百万円）

（注）１．上記の報酬等の総額は連結報酬等（当社及び当社子会社が支払った若しくは支払う予定の、又は負担した費用等の合計額）として

　　　　　記載しています。

　　　２．上記の年次インセンティブの額は、当事業年度における役員年次インセンティブ引当金繰入額です。

　　　　　また、譲渡制限付株式報酬の額は当事業年度における費用計上額です。

　　　３．業績連動報酬は、当事業年度に対応する基準ポイントに株式交付率を乗じた金額を基礎として算定された会計上の費用計上額を記載

　　　　　しており、最終的に株式交付ポイントに転換されて対象役員が受け取る金額（所得額）とは異なります。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　当社は、「総合インフラサービス企業」をグループ全体戦略として定め、迅速かつ適正な経営を実現し、「社会変化への対応力」を強化することに
努めています。実効性のあるガバナンス体制の構築は、当社が掲げる戦略三本柱のひとつである「体質強化・改善」における重点施策であり、「あ
らゆるステークホルダーから信頼される企業」を目指すべく、以下の報酬ガバナンスを整備したうえで、役員報酬制度の基本原則に沿って報酬プ
ログラムを運用し、役員の報酬等を審議・決定しています。

a．報酬ガバナンス

　当社は、指名委員会等設置会社に関する会社法の規定を遵守し、報酬委員会に関して以下のように定めています。

報酬委員会の主な役割・権限

　当社の報酬委員会は、当社の取締役及び執行役、当社子会社の取締役及び執行役員（以下、「役員等」という。）の個人別の報酬等の内容を決
定する権限を有しており、以下の事項の決定を行います。

　・役員等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針（以下、「役員報酬等の決定方針」という。）

　・役員等の個人別の報酬等の内容

　・前号を決議するために必要な基本方針、規程及び手続等の制定、変更、廃止

　・その他、役員等の報酬等に関して報酬委員会が必要と認めた事項

役員報酬等の決定方針の決定の方法

　当社の報酬委員会は、役員報酬制度の決定において高度な独立性の確保を前提とし、客観性・透明性を重視した運用プロセスを構築していま



す。当社の報酬委員会が役員報酬等の決定方針を定めるにあたっては、外部の報酬コンサルタントからの情報収集及び助言等も活用しつつ、役
員報酬に関する近時の整備の状況、議論の動向、他社の制度等の客観的かつ必要十分な情報に基づき、毎期その妥当性を検証することとして
います。

　報酬委員会に対する外部の報酬コンサルタントの関与・参画状況は、報酬委員会に必要に応じて同席し、実効的な審議・合意形成の側面支援
を行うことに留まり、妥当性の提言等は受けていません。なお、外部の報酬コンサルタントとして、WTW（ウイリス・タワーズワトソン）を起用していま
す。

報酬委員会の規模と構成

　当社の報酬委員会は、取締役の中から取締役会決議によって選定された委員３名以上で組織し、委員の過半数は社外取締役とすることとして
います。報酬委員長は、原則として社外取締役である委員の中から取締役会の決議を以て選定することとしています。

b．報酬プログラム

　当社の役員報酬等の決定方針の内容の概要は、以下のとおりです。

役員報酬制度の基本方針

　「総合インフラサービス企業」の実現に向け、当社の経営陣が経営の目線を合わせ、戦略三本柱の達成に一丸となって邁進することを後押しで
きるものであること

　「あらゆるステークホルダーから信頼される企業」を目指し、グループ全体の永続的成長を意識付けるため、当社の経営陣の株式保有を促し、株
主の皆様との持続的な利害共有を着実に深めていくことができるものであること

　当社の持続的発展と中長期的な企業価値向上に貢献できる優秀な経営者人材を確保し、報奨することができるものであること

　業績目標の達成を動機づけるとともに、その達成の潜在的リスクを反映させ、当社の持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能する
ものであること

報酬体系

　当社の役員報酬制度は、基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬で構成されています。なお、業績連動報酬は、単年度の全社業績目標の達
成度等に連動する年次インセンティブと、ポイントの付与及び評価並びに株式給付を毎期行うことで持続的かつ中長期的な企業価値向上に繋げ
ることを目的とした中長期インセンティブで、非金銭報酬は株主の皆様との利害共有を目的とした譲渡制限付株式報酬で構成しています。役員報
酬の種類別報酬割合については、年次インセンティブの単年度標準額を基本報酬の50～100%程度、中長期インセンティブの１事業年度当たりの
標準的な付与価値を基本報酬の0～80%程度、譲渡制限付株式報酬の単年度の付与価値を基本報酬の約15～20%程度とし、業績連動性と中長
期的な企業価値・株主価値の向上を重視した報酬とするため、前事業年度に比べて業績連動報酬の割合を引き上げています。但し、社外取締役
の報酬は、役割に鑑み基本報酬のみとしています。

　当社の役員報酬の種類別報酬割合の決定に際しては、外部の調査機関が運営する役員報酬サーベイに基づき、当社の事業規模に類似する企
業の市場報酬データを参考に報酬水準を設定しています。当社の報酬水準を経営陣に求められる能力及び責任等に見合う設定とすべく、報酬委
員会にて報酬ベンチマーク等による妥当性の検証を毎期行います。

　なお、基本報酬は月次で支給し、年次インセンティブ及び譲渡制限付株式報酬は毎年一定の時期に支給し、中長期インセンティブは原則として
業績評価期間終了後に一括して株式の交付及び金銭の支給を行います。

株式保有ガイドライン

　「脱請負」とそれに伴う成長戦略の加速と株式市場からの要請に応えるための持株会社体制を通じ、すべてのステークホルダーとの持続的な価
値共有を図るため、当社の執行役を対象とした株式保有ガイドラインを定め、原則として執行役としての在任期間中、時価ベースで年間基本報酬
と同額に相当する当社株式を付与し、この継続保有を目標とするガイドラインを導入しています。

マルス・クローバック条項

　当社の役員報酬制度が過度なリスクテイクを促すようなインセンティブとなることを抑制し、役員報酬の健全性を確保することを目的に、非違行
為や不正会計による財務諸表の遡及修正等の一定の事由が生じたと当社の取締役会が認めた場合に支給・交付の前後を問わず、報酬委員会
の判断によって、業績連動報酬及び非金銭報酬の全部又は一部を返還又は没収する条項（いわゆるマルス・クローバック条項）を定めています。
本条項の適用対象は、2024年６月開催の第３回定時株主総会後に支給される年次インセンティブ及び付与される譲渡制限付株式報酬とし、以降
すべての期間において適用します。中長期インセンティブについては、2025年度を業績評価期間の始期とする制度より、本条項の適用対象として
います。

業績連動報酬の仕組み、サステナビリティ指標連動の内容及び非金銭報酬の内容

＜年次インセンティブ（業績連動給与）＞

　年次インセンティブは、評価指標の達成度に応じて、当社の取締役（社外取締役を除く）及び執行役が金銭の支給を受けることができる制度とし
ており、当社の株主の皆様に帰属する成果に対する業務執行の責任を明確にすることで支給額の合理性をわかりやすく説明できることを理由にK
PIとして選定しました。年次インセンティブのうち、親会社の所有者に帰属する当期利益に連動する割合は役位に応じて20%～90%、事業会社当期
純利益に連動する割合は役位に応じて0%～70%、セグメント利益に連動する割合は役位に応じて0%～40%としています。

　業績評価にあたっては、報酬委員会における妥当性の審議・検証を経て予め定めた算定方法に基づいて、2025年度に係る定時株主総会の日
から2026年度に係る定時株主総会の日の前日までの期間の終了後に報酬委員会において支給額の算定及び評価を行い、これを決定します。な
お、年次インセンティブ支給額は、個別に定める単年度標準額のうちサステナビリティ指標に連動する部分を除いた90%に相当する金額を0～200%
の範囲で変動させるものとします。

　また、年次インセンティブの不支給要件として、付加価値生産性が前事業年度の0.8倍を下回る場合を定めています。

＜年次インセンティブ（サステナビリティ指標連動）＞

　年次インセンティブのうち、個別に定める単年度標準額の10%に相当する金額についてはサステナビリティ指標に連動する仕組みとしており、評
価指標の達成状況に応じて0～200%の範囲で変動させるものとしています。サステナビリティ指標の評価にあたっては、全てのステークホルダーの
満足が中長期的な企業価値向上につながっていくとの考えのもと、３つの評価指標（①外部機関による評価、②カーボンニュートラル、③従業員エ
ンゲージメント）を管理項目として設定しました。

　なお、サステナビリティ指標連動は、カーボンニュートラル及び従業員エンゲージメントで必達目標として設定している数値に連動する部分（ペナ
ルティの要素）と、外部機関による評価（FTSEスコア）でチャレンジ目標として設定している数値に連動して最大10%を追加支給するインセンティブ
の要素を組み合わせた制度としています。

＜中長期インセンティブ（業績連動給与）＞



　当社の中長期インセンティブは、３事業年度の期間（以下、「業績評価期間」という。）の各指標の目標に対する達成度や、取締役については202
6年６月23日開催の第５回定時株主総会終了後から業績評価期間の最終事業年度である2028年度にかかる定時株主総会の前日までの期間、執
行役員については2026年４月から2029年３月までの期間（以下、「対象期間」という。）の在任月数に応じて算定される数及び額の当社普通株式
（以下、「当社株式」という。）及び金銭を、当社の取締役と執行役並びに前田建設工業(株)、前田道路(株)及び(株)前田製作所（以下、「事業会社３
社」という。）の取締役と執行役員に対し、原則として業績評価期間終了後に一括して交付及び支給する業績連動型株式報酬制度（BBT）（以下、
「本制度」という。）としています。

本制度の対象となる役員等は予め定められた基準ポイントの付与を受け、原則として、業績評価期間経過後に一定の要件を充足する場合に、中
長期インセンティブの算定方法に従って基準ポイント数が株式交付ポイント数に転換され、当該株式交付ポイント数に応じた当社株式及び金銭が
交付又は支給されます。当社の取締役及び執行役が事業会社３社において取締役又は執行役員を兼任する場合は、当社からポイントを付与しま
す。なお、金銭の支給は納税資金の確保を目的としており、当該株式交付ポイント数の約50%に相当する当社株式の時価相当額となります。当社
株式の時価は、業績評価期間の最終事業年度にかかる定時株主総会の日の上場する主たる金融商品取引所における終値とし、当該日に終値
が公表されない場合にあっては、終値の取得できる直近の日まで遡って算定するものとします。

　中長期インセンティブは、相対TSR及び当社のEBITDAの実績値に応じて株式交付率が0～200%の範囲で変動します。相対TSRは、当社の株式
価値向上の度合いを示す指標であり、EBITDAは、当社の事業活動による収益力を示す指標として現行の『INFRONEER Medium-term Vision 2027

中期経営計画（2025年11月改訂版）』に掲げる業績目標とも関連する戦略上重視する指標であることを理由に、KPIとして選定しました。

＜非金銭報酬＞

　当社の非金銭報酬は譲渡制限付株式報酬であり、業績等に係る条件は定めておりませんが、企業価値に連動する仕組みとしています。当社の
株式価値と取締役（社外取締役を除く）及び執行役の報酬との連動性をより明確にし、株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有すること
で、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、退任時に譲渡制限を解除されるプランとしています。

【社外取締役のサポート体制】

　取締役会及び各委員会については、それぞれ事務局を設置し、社外取締役を補佐しています。

　取締役会及び各委員会の開催に際しては、それぞれの事務局が事前に資料等を送付するとともに、重要な議案については事前説明を行い、予
め十分な検討ができるようにしています。なお、監査委員会を補佐する部署として設置している監査委員会室には、監査委員会が行う監査の補助
業務に必要とされる専門性を確保するため、内部監査部門に所属する使用人を兼務スタッフとして配置し、監査委員会を補佐しています。また、
取締役会に対して、執行役が定期的に、又は取締役の求めに応じて適時に、職務執行状況を報告する体制を整備しています。

　さらに、取締役会及び各委員会のほかにも社外取締役が出席する会議を定期的に開催するなど、社外取締役の監督機能が有効に機能する環
境を整備しています。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

（１）取締役会（７名：社外取締役６名、議長：社外取締役、任期：１年）

　取締役会は、企業経営、事業戦略・業界知見、財務会計・M&A、サステナビリティ、社会・経済情勢に関する多くの知見と経歴をそれぞれ有する
橋本圭一郎、米倉誠一郎、森谷浩一、村山利栄、髙木敦及び小口光の６名の社外取締役と、建設（土木、建築）、インフラ運営、舗装及び建設機
械の製作・販売等の当社グループの幅広い事業領域に関する知見を有する社内取締役の岐部一誠を合わせた７名で構成されています。取締役
会議長は、社外取締役の橋本圭一郎が務めています。

　取締役会は、中期経営戦略や年間予算などの経営の基本方針を決定したうえで、その基本方針に基づく業務執行の決定は、法令、定款及び取
締役会規程で定められた事項を除き、原則として執行役に委任しており、主に執行役の職務の執行を監督します。

　また、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築し、取締役の経営責任とその役割の一層の明確化を図るため、取締役の任期を１年
にしています。

　なお、2025年度は取締役会を12回開催しました。各取締役の取締役会への出席状況は以下のとおりです。

　・岐部　一誠：11／12回（92%）

　・橋本　圭一郎：12／12回（100%）

　・米倉　誠一郎：11／12回（92%）

　・森谷　浩一：12／12回（100%）

　・村山　利栄：12／12回（100%）

　・髙木　敦：12／12回（100%）

　・小口　光：９／９回（100%）

　・前田　操治：３／３回（100%）

　・今泉　保彦：３／３回（100%）

　・塩入　正章：３／３回（100%）

　（注）小口光は、2025年６月24日開催の第４回定時株主総会において選任された後の出席状況を記載しています。

　　　　また、前田操治、今泉保彦及び塩入正章は、2025年６月24日開催の第４回定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任したため、

　　　　退任前の開催回数における出席状況を記載しています。

（２）指名委員会（５名：社外取締役４名、委員長：社外取締役）

　指名委員会は、当社取締役候補及び執行役の指名に加えて、主要子会社の社長、取締役、執行役員の指名を行います。

　指名委員は、社外取締役４名を含む５名です。指名委員長は、指名過程の透明性・公正性を高めるため、社外取締役の森谷浩一が務めていま
す。

　なお、2025年度は指名委員会を12回開催しました。各委員の指名委員会への出席状況は以下のとおりです。

　・岐部　一誠：11／12回（92%）

　・橋本　圭一郎：12／12回（100%）

　・米倉　誠一郎：11／12回（92%）

　・森谷　浩一：12／12回（100%）

　・村山　利栄：11／12回（92%）



　・今泉　保彦：５／５回（100%）

　・塩入　正章：５／５回（100%）

　・髙木　敦：５／５回（100%）

　（注）今泉保彦、塩入正章及び髙木敦は、2025年６月24日をもって委員を退任したため、退任前の開催回数における出席状況を

　　　　記載しています。

（３）報酬委員会（５名：社外取締役４名、委員長：社外取締役）

　報酬委員会は、当社取締役及び執行役の報酬額を決定するとともに、主要子会社の社長、取締役、執行役員の報酬額の審議をします。

　報酬委員は、社外取締役４名を含む５名です。報酬委員長は、決定過程の透明性・公正性を高めるため、社外取締役の髙木敦が務めていま
す。

　なお、2025年度は報酬委員会を14回開催しました。各委員の報酬委員会への出席状況は以下のとおりです。

　・岐部　一誠：14／14回（100%）

　・米倉　誠一郎：13／14回（93%）

　・村山　利栄：14／14回（100%）

　・髙木　敦：14／14回（100%）

　・小口　光：９／９回（100%）

　・前田　操治：５／５回（100%）

　・今泉　保彦：５／５回（100%）

　・森谷　浩一：５／５回（100%）

（注）小口光は、2025年６月24日開催の取締役会において選任された後の出席状況を記載しています。

　　　前田操治、今泉保彦及び森谷浩一は、2025年６月24日をもって委員を退任したため、退任前の開催回数における出席状況を

　　　記載しています。

（４）監査委員会（４名：社外取締役４名、委員長：社外取締役）

　監査委員会は、執行役及び取締役の職務の執行の監査、当社グループの内部統制システムの検証等を担っており、原則として毎月１回以上開
催することとしています。

　監査委員は、社外取締役４名です。監査委員会と会計監査人、内部監査及び内部統制システム整備の方針策定・推進を担う経営監査部が緊密
に連携するなどして、監査委員会による監査体制の充実を図っています。

　なお、社内各部門との十分な連携を確保し、情報収集を円滑に行うため、監査委員会の業務を補佐する監査委員会室を設置するとともに、透明
性・公正性を高めるため、社外取締役の橋本圭一郎が委員長を務めています。

　2025年度は監査委員会を19回開催しました。各委員の監査委員会への出席状況は以下のとおりです。

　・橋本　圭一郎：19／19回（100%）

　・森谷　浩一：19／19回（100%）

　・髙木　敦：19／19回（100%）

　・小口　光：13／15回（87%）

　・米倉　誠一郎：３／４回（75%）

（注）小口光は、2025年６月24日開催の取締役会において選任された後の出席状況を記載しています。

　　　米倉誠一郎は、2025年６月24日をもって委員を退任したため、退任前の開催回数における出席状況を記載しています。

（５）執行役

　執行役は、代表執行役を岐部一誠とし、建設（土木、建築）、インフラ運営、舗装及び建設機械の製作・販売等の当社グループの事業に関する知
見及び経験を有する中西隆夫、幡鎌裕二、下條真、前田操治、今泉保彦、柴田敏雄の７名が務めています。取締役会の定めた経営の基本方針
（中期経営計画、年度予算等）に基づく業務執行を担います。当社グループの経営における重要事項については、執行役による合議機関である
執行役会で審議のうえ、これを決定し、適正かつ効率的な意思決定がなされるようにしています。

（６）会計監査

　当社は、EY新日本有限責任監査法人に会計監査業務を委嘱しています。

　会計監査人は、当社監査委員会と緊密な連携を保ち、監査体制、監査計画、監査実施状況及び監査結果の報告並びに必要な情報交換、意見
交換を行い、効率的かつ効果的な監査の実施に努めています。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、総合インフラサービス企業として、グループの総合力を活かした機動的な経営により企業価値を向上させるため、持株会社体制を選択
しました。

　また、経営の透明性・公正性の向上、監督機能の強化及び意思決定の迅速化による経営の機動性の向上を図るため、指名委員会等設置会社
を選択しました。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送

　株主が議決権を行使するにあたり、議案に対する十分な検討時間を確保するため、株
主総会招集通知の早期発送に努めています。また、招集通知の発送に先立ち、TDnet及
び当社ホームページに掲載をしています。

　第５回定時株主総会にかかる招集通知は2026年６月４日に発送を行い、発送に先立ち2
026年５月29日に当社ホームページに掲載をしました。

集中日を回避した株主総会の設定
　株主総会の開催日の設定については、いわゆる集中日を回避し、より多くの株主の皆
様が出席又は参加が可能な日となるように努めています。

　第５回定時株主総会は、2026年６月23日に開催しました。

電磁的方法による議決権の行使 　電磁的方式による議決権行使を導入しています。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

　議決権電子行使プラットフォームに参加しています。

招集通知（要約）の英文での提供
　株主総会招集通知の英訳版を作成し、和文の招集通知と同時に、TDnet及び当社ホー
ムページに掲載しています。

その他

　株主の皆様との建設的な対話の充実を図る観点から、株主総会前の事前質問の受付
やハイブリッド型バーチャル株主総会（参加型）を採用しています。また、株主の皆様と当
社役員とのコミュニケーションの場として、2026年６月23日の第５回定時株主総会終了後
に、株主懇談会を開催しました。



２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

　公正で透明性の高い情報開示を行うとともに、さまざまなコミュニケーション
活動を通じて、株主・投資家他の多様なステークホルダーへの責任ある対応を
行うことを基本方針とするディスクロージャー・ポリシーを当社ホームページに
掲載しています。

個人投資家向けに定期的説明会を開催

　新聞社が主催する個人投資家向けIRセミナーに参加し、担当執行役による
説明会を実施しています。2025年度においては、以下のとおり２回実施しまし
た。

【2025年度個人投資家向けIRセミナー実績】

・2026年２月16日

・2026年３月17日

　また、これ以外にも、経済アナリスト運営のYouTubeやラジオ番組、投資家向
け経済番組にも出演しました。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

　代表執行役社長、担当執行役、経営戦略部等により、四半期決算毎に説明
会等を開催しています。これ以外には、2025年度においては、アナリスト・機関
投資家（国内）との個別面談を107回実施しました。

【2025年度アナリスト向け決算説明会実績】

・2025年５月14日

・2025年８月８日

・2025年11月14日

・2026年２月10日

※決算毎の説明会とは別に、2026年１月26日に第３回インフロニアIRDAYを

　 開催しました。

　 また、2026年３月期期末決算説明会は、2026年５月13日に開催しました。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催

　証券会社が主催する海外の機関投資家向けカンファレンス、スモールミー
ティングに参加し、代表執行役社長及び担当執行役等による説明を実施して
いるほか、アジア・欧米等の投資家との個別面談を、2025年度は118回実施し
ました。

【2025年度海外投資家向けカンファレンス、スモールミーティング】

・2025年12月２日

・2025年12月３日

・2026年２月27日

・2026年３月６日

あり

IR資料のホームページ掲載

　当社ホームページには、株主及び投資家の皆様向けにIR情報のページを設
けており、決算短信、アナリスト説明会資料については、和文の発表と同時に
英文でも公開しています。

　また、代表執行役社長自身による決算説明会動画も公開しているほか、中
期経営計画、電子公告、株主総会招集ご通知、株価情報なども掲載していま
す。2025年11月にIR情報のページの更新を行い、IR情報をより見やすくしまし
た。今後も、投資家の皆様に見やすいホームページになるよう継続的に改善を
図ります。

IRに関する部署（担当者）の設置 　担当執行役のもと経営戦略部がIRに関する業務を担当しています。



３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

　当社は、ビジョン、ミッション、バリューとして定めた経営理念のもと、法令遵守や企業統
治の仕組み、社会貢献活動や環境活動の取組方針をまとめ、全社文書体系として各種規
程にて定めています。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

　環境保全活動やCSR活動等の取り組み状況については、当社ホームページ及び当社
が発行する統合報告書において開示しています。 当社では、これまで各社毎に推進して

きた取り組みも含めて、総合インフラサービス企業としてグループ全体で推進し、社会課
題の解決と企業のサステナブルな成長の両立を目指します。

　また当社は、気候変動を重要経営課題のひとつであると認識しており、気候変動に係る
リスク及び機会が企業に与える影響について、「気候関連財務情報開示タスクフォース（T
CFD）」のフレームワークに則り、当社の事業活動や財務に及ぼす影響を分析し、グルー
プ全体の温室効果ガスの削減目標等とあわせて、当社ホームページや統合報告書で公
開しています。 人権にかかるリスク及び機会が企業に与える影響については、当社は「イ

ンフロニアグループ人権方針」（以下、「人権方針」という。）を制定しており、当社の事業活
動において直接又は間接的に人権に影響を及ぼす可能性があるとの認識の下、「人権方
針」が当社及び当社グループに浸透し、企業活動全体で効果的に実行されるよう、すべて
の役員及び従業員に適切な研修と教育を行います。また、人権の尊重にかかる取り組み
について、当社ホームページや、統合報告書等において定期的に開示してまいります。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

　公正で透明性の高い情報開示を行うとともに、さまざまなコミュニケーション活動を通じ
て、株主・投資家他の多様なステークホルダーへの責任ある対応を行うことを基本方針と
するディスクロージャー・ポリシーを当社ホームページに掲載しています。

その他

　当社グループでは、一人ひとりが能力を最大限に発揮できる「誰もが働きやすい職場づ
くり」を目指すことが、当社グループの中長期的・持続的な発展に不可欠であると考え、各
種施策を実施しています。

　個の多様性を尊重し、互いに高め合うダイバーシティの推進と健康経営の推進により、
従業員の持続的な成長と心身の健康を支えてまいります。

【ダイバーシティの推進】

・多様で柔軟な働き方の実現：テレワークやサテライトオフィス、フレックスタイム制、フリー
アドレスの導入

・育児・介護への支援：法定以上の休業休暇取得制度、再雇用の機会提供「ジョブリター
ン制度」等の設置、育児・介護への支援に関するサポートブックの発行

・女性活躍の推進：女性ネットワークの活性化、現場パトロールの実施、イクボス宣言の
実施、男性の育児休暇20労働日以上の取得推進等

【健康経営の推進】

・年齢制限のない人間ドック費用補助、再検査費用の補助

・若手社員メンタルヘルス研修の実施

・ウォーキングイベントの実施（生活習慣病の予防）



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、事業環境の変化に対し、迅速かつ柔軟に対応する効率的な業務執行及び監査体制、リスク管理、コンプライアンスなど当社グループの
適正な業務執行の確保の観点から、以下のとおり内部統制システムを構築・運用しています。同システムについては、必要に応じて見直すととも
に、より適切な運用に努めてまいります。

１．当社の内部統制システム整備に関する基本的な考え方

　本方針は、当社グループにおける全体業務が適法かつ適正に遂行されるための内部統制システム構築に関する基本方針を定めたものであり、
この方針を具体的に推進することにより、更なる企業価値の向上に資することを目的としています。

（１）当社は、当社グループ全体における経営資源の最適配分とガバナンスを実行します。

（２）当社は、当社グループの持続的成長とステークホルダーからの信頼獲得を目指し、経営の監督と執行の機能を明確に分離し、透明・公正か
つ果断な意思決定を行うための仕組みであるコーポレート・ガバナンスを実現するため、指名委員会等設置会社制度を採択しています。

（３）当社は、経営の根幹である経営理念（ビジョン・ミッション・バリュー）を定め、中長期的な企業価値向上を目指してまいります。

２．監査委員会の職務の執行のために必要な事項

（１）監査委員会の職務を補助する専任組織である「監査委員会室」を設置し、必要な使用人等を配置します。当該使用人等に関する人事関連事
項の決定については、監査委員会の同意を得て行います。

（２）当社グループの取締役、監査役、執行役、執行役員及び使用人（以下、総称して「役職員」という。）は、あらかじめ監査委員会と協議した決定
事項に基づき、職務執行等の状況を定期又は不定期に監査委員又は監査委員会に報告します。その他、法令及び定款に違反する重大な事実、
不正行為の事実又は当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、速やかに、当該事実を監査委員又は監査委員会
に報告します。監査委員会に報告した当社グループの役職員に対して、当該報告を行ったことを理由として不利益な取り扱いが行われることを禁
止します。

（３）監査委員会の職務の執行について生じる費用等を全額支弁します。

（４）監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するため、監査委員が当社の重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するた
めの機会を確保します。

３．執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務並びに当社及び子会社から成る企業集団の業
務の適正を確保するために必要な事項

（１）執行役の職務の執行に係る情報を遅滞なく文書化し、適正に保存管理するとともに、重要な職務執行に関する情報については取締役会に遅
滞なく報告します。

（２）損失の危険の管理のため、リスク管理体制を整備します。

（３）執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会から代表執行役への適切な権限委譲の下、方針の管理と執行内に
おける適切な職務権限の再配分を行います。

（４）執行役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、コンプライアンス体制、報告体制、反社会的勢力排除に関
する体制、及び金融商品取引法第24条の４の４「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価」（いわゆるJ-SOX
法）に基づくJ-SOX体制を整備します。

（５）子会社における業務の適正を確保するため、グローバルでの方針の共有と適切な職務権限の再配分、子会社における業務執行状況の当社
への報告体制の整備、及びグローバルでの監査を実施します。

子会社のリスク管理体制、コンプライアンス体制、反社会的勢力排除に関する体制、及びJ-SOX体制を整備します。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方については、上記の内部統制システム構築の基本方針に則り、反社会的勢力対応マニュアルに
て、反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、あらゆる不当な要求や不正な取引を拒否し、反社会的な取引を行わないことを定めていま
す。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――



コーポレート・ガバナンス体制図
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•経営の基本方針等の決定
•取締役及び執行役の職務執行の監督

取締役会 7名 指名委員会 5名 報酬委員会 5名 監査委員会 4名

•当社取締役候補及び執行役
の指名

•主要子会社の社長、取締役、
執行役員の指名

•当社取締役候補及び執行役
の報酬額の決定

•主要子会社の社長、取締役、
執行役員の報酬額の審議

•執行役及び取締役の職務の
執行の監査

•事業報告及び計算書類の監
査、監査報告書の作成

リスク管理委員会

グループ全体のリスク
評価、リスク管理に係
る方針及び具体的な
施策の審議決定

サステナビリティ
委員会

サステナビリティ関連の
中長期リスク・機会、
社会課題を検討し、
経営計画に反映

執行役会 7名

•経営の基本方針に基
づく業務執行

•当社グループに係る事
業戦略等の審議決定

内部統制委員会

内部統制全般の有効性評価に係る事項の評価・検証

グループ成長戦略会議

営業戦略を中心に成長ドライバーや市
場変化への対応を踏まえたグループ全体
の中長期的な戦略の策定及び管理

投資委員会

M&A、コンセッション入札、再
生エネルギー事業等の投資を
伴う各種事業案件に関する
審議決定

※執行役と主要子会社代表で構成し、
社外取締役及び企業内弁護士がオブザーバーとして参加

※
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